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第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

３ こころの健康づくり・自殺総合対策

（ ）こころの健康づくり

こころの健康とは

○ 現代社会を取り巻く社会的、経済的状況の変化は、現代人の精神状況に大きな影響を及ぼしてい

ます。児童虐待、思春期のこころの問題、うつ病、職場等におけるストレスの増加など、それぞれ

のライフステージにおいて、こころの健康は重視されています。

〇 「健康日本２１（第３次）」において、こころの健康の維持・向上は、健康づくりに取り組む上

で重要であり、地域や職域など様々な場面で課題の解決につながる社会環境の整備と一体となった

取組が重要であるとされ、「地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加」、「社会活動を行って

いる者の増加」、「地域等で共食している者の増加」、「メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加」

及び「心のサポーター)数の増加」の５つの目標を掲げています。

都民の現状

〇 都が令和３年 月に発表した「健康に関する世論調査」によると、イライラやストレスを感じ

ている割合は、「しばしば感じる」「たまに感じる」（以下、本項において「感じる（計）」という。）

が ％となっており、平成 年の調査時より９ポイント増加しています。性別・年齢別にみる

と、「感じる（計）」は女性が男性より８ポイント高く、特に「しばしば感じる」は女性の 代で

５割を超えて多くなっています。また、職業別にみると、企業などに勤務している「勤め（計）」

で、８割半ばと多くなっています。

○ 東京都産業労働局「労働相談及びあっせんの概要（令和４年度）」によると、メンタルヘルス関

連の労働相談件数は年々減少傾向であるものの、令和３年度は 件、令和４年度は

件でした。「令和４年労働安全衛生調査」（厚生労働省）によると、全国で何らかのメンタルヘルス

対策に取り組んでいる事業所の割合は、 人以上の規模では ％ですが、規模が小さくな

るにつれて少なくなり、 ～ 人規模の事業所では ％となっています。働く世代をターゲ

ットとしたストレス対処能力の向上を図るとともに、特に中小企業に勤務する人がこころの健康に

関する相談や情報提供を受けられる体制づくりに取り組む必要があります。

）心のサポーター：メンタルヘルスやうつ病・不安障害など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱え

る者を支援する者。心のサポーター養成事業は令和 年度 からモデル事業として開始され、令和 年度 から本格実

施される。

現状と課題 

第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

（ ）自殺総合対策

自殺対策の総合的な推進

○ 警察庁自殺統計原票データより厚生労働省が作成した資料によると、日本における年間自殺者数

は、平成 年に急増して約３万２千人となった後、平成 年には３万４千人を超えるまでに増

加しました。その後は減少傾向にあり、令和元年には約２万人にまで減少しましたが、令和２年以

降は再び増加傾向に転じ、令和４年は約２万２千人となっています。令和４年の人口 万人当た

りの自殺死亡率は、男性 、女性 となっており、男女とも令和３年より上昇しています。

年齢階級別の内訳を見ると、 歳以上の高年齢層及び 歳代小中高生の増加が目立っており、

高年齢層及び、学生等の若年層への働きかけが課題となっています。

○ 自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として平成 年に閣議決定された

「自殺総合対策大綱」（以下「大綱」という。）については、５年ごとに見直しが行われ、令和 年

月に新たな大綱（第４次大綱）が閣議決定されました。第４次大綱では、「誰も自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指す」を基本理念とし、近年の状況を踏まえて①「子ども・若者の

自殺対策の更なる推進・強化」、②「女性に対する支援の強化」、③「地域自殺対策の取組強化」、

④「総合的な自殺対策の更なる推進・強化」がポイントとして掲げられています。

都のこれまでの取組と課題

○ 人口動態統計によると、都の自殺者数は、全国と同様に平成 年の 人から平成 年に

は 人に急増し、以降は 人から 人の間で推移していましたが、その後、平成

年の 人をピークに減少傾向に転じ、令和元年には 人となっています。しかし、

その後は再び増加傾向に転じ、令和２年は 人、令和３年は 人、令和４年は

人となっています。令和４年の男女別の内訳を見ると、男性が 人（前年比 人増）、女性

人（前年比 人増）となっています。自殺者の年齢構成を見ると、全国では 歳代、

歳代が大きな割合を占めており、この傾向は都においても同様です。

一方、令和４年における全国の 歳代以下の自殺者の割合は ％であるのに対して、都に

おける同割合は ％と全国よりも高くなっており、その割合は年々増加傾向にあります。

年齢階級別の死因をみると、 歳代から 歳代までの死因の第 位は「自殺」となっていま

す。

また、厚生労働省（令和４年の地域における自殺の基礎資料）によれば、自殺の原因・動機につ

いては、健康問題、家庭問題、経済・生活問題、勤務問題、交際問題、学校問題の順になっていま

す（「不詳」「その他」を除く。）。

○ 都は、平成 年に「自殺総合対策東京会議」を設置し、様々な分野の関係機関・団体が連携し

て総合的な自殺対策を推進しています。

また、「自殺対策基本法」（平成 年法律第 号）第 条第 項に規定する都道府県自殺対策計
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第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

３ こころの健康づくり・自殺総合対策

（ ）こころの健康づくり

こころの健康とは

○ 現代社会を取り巻く社会的、経済的状況の変化は、現代人の精神状況に大きな影響を及ぼしてい

ます。児童虐待、思春期のこころの問題、うつ病、職場等におけるストレスの増加など、それぞれ

のライフステージにおいて、こころの健康は重視されています。

〇 「健康日本２１（第３次）」において、こころの健康の維持・向上は、健康づくりに取り組む上

で重要であり、地域や職域など様々な場面で課題の解決につながる社会環境の整備と一体となった

取組が重要であるとされ、「地域の人々とのつながりが強いと思う者の増加」、「社会活動を行って

いる者の増加」、「地域等で共食している者の増加」、「メンタルヘルス対策に取り組む事業場の増加」

及び「心のサポーター)数の増加」の５つの目標を掲げています。

都民の現状

〇 都が令和３年 月に発表した「健康に関する世論調査」によると、イライラやストレスを感じ

ている割合は、「しばしば感じる」「たまに感じる」（以下、本項において「感じる（計）」という。）

が ％となっており、平成 年の調査時より９ポイント増加しています。性別・年齢別にみる

と、「感じる（計）」は女性が男性より８ポイント高く、特に「しばしば感じる」は女性の 代で

５割を超えて多くなっています。また、職業別にみると、企業などに勤務している「勤め（計）」

で、８割半ばと多くなっています。

○ 東京都産業労働局「労働相談及びあっせんの概要（令和４年度）」によると、メンタルヘルス関

連の労働相談件数は年々減少傾向であるものの、令和３年度は 件、令和４年度は

件でした。「令和４年労働安全衛生調査」（厚生労働省）によると、全国で何らかのメンタルヘルス

対策に取り組んでいる事業所の割合は、 人以上の規模では ％ですが、規模が小さくな

るにつれて少なくなり、 ～ 人規模の事業所では ％となっています。働く世代をターゲ

ットとしたストレス対処能力の向上を図るとともに、特に中小企業に勤務する人がこころの健康に

関する相談や情報提供を受けられる体制づくりに取り組む必要があります。

）心のサポーター：メンタルヘルスやうつ病・不安障害など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱え

る者を支援する者。心のサポーター養成事業は令和 年度 からモデル事業として開始され、令和 年度 から本格実

施される。

現状と課題 

第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

（ ）自殺総合対策

自殺対策の総合的な推進

○ 警察庁自殺統計原票データより厚生労働省が作成した資料によると、日本における年間自殺者数

は、平成 年に急増して約３万２千人となった後、平成 年には３万４千人を超えるまでに増

加しました。その後は減少傾向にあり、令和元年には約２万人にまで減少しましたが、令和２年以

降は再び増加傾向に転じ、令和４年は約２万２千人となっています。令和４年の人口 万人当た

りの自殺死亡率は、男性 、女性 となっており、男女とも令和３年より上昇しています。

年齢階級別の内訳を見ると、 歳以上の高年齢層及び 歳代小中高生の増加が目立っており、

高年齢層及び、学生等の若年層への働きかけが課題となっています。

○ 自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として平成 年に閣議決定された

「自殺総合対策大綱」（以下「大綱」という。）については、５年ごとに見直しが行われ、令和 年

月に新たな大綱（第４次大綱）が閣議決定されました。第４次大綱では、「誰も自殺に追い込ま

れることのない社会の実現を目指す」を基本理念とし、近年の状況を踏まえて①「子ども・若者の

自殺対策の更なる推進・強化」、②「女性に対する支援の強化」、③「地域自殺対策の取組強化」、

④「総合的な自殺対策の更なる推進・強化」がポイントとして掲げられています。

都のこれまでの取組と課題

○ 人口動態統計によると、都の自殺者数は、全国と同様に平成 年の 人から平成 年に

は 人に急増し、以降は 人から 人の間で推移していましたが、その後、平成

年の 人をピークに減少傾向に転じ、令和元年には 人となっています。しかし、

その後は再び増加傾向に転じ、令和２年は 人、令和３年は 人、令和４年は

人となっています。令和４年の男女別の内訳を見ると、男性が 人（前年比 人増）、女性

人（前年比 人増）となっています。自殺者の年齢構成を見ると、全国では 歳代、

歳代が大きな割合を占めており、この傾向は都においても同様です。

一方、令和４年における全国の 歳代以下の自殺者の割合は ％であるのに対して、都に

おける同割合は ％と全国よりも高くなっており、その割合は年々増加傾向にあります。

年齢階級別の死因をみると、 歳代から 歳代までの死因の第 位は「自殺」となっていま

す。

また、厚生労働省（令和４年の地域における自殺の基礎資料）によれば、自殺の原因・動機につ

いては、健康問題、家庭問題、経済・生活問題、勤務問題、交際問題、学校問題の順になっていま

す（「不詳」「その他」を除く。）。

○ 都は、平成 年に「自殺総合対策東京会議」を設置し、様々な分野の関係機関・団体が連携し

て総合的な自殺対策を推進しています。

また、「自殺対策基本法」（平成 年法律第 号）第 条第 項に規定する都道府県自殺対策計
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第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

画として、平成 年 月に「東京都自殺総合対策計画」を策定しました。本計画の計画期間が令和

年度末で終了したことから、令和 年 月に閣議決定された国の新たな大綱や、都における自殺

の現状等を踏まえ、令和 年 月に「東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポートプラン

～（第二次）」を策定し、関係機関・団体との連携・協力の強化を図り、総合的・効果的な自殺対

策をより一層推進していくこととしています。

【令和４年都における自殺者の原因・動機（複数回答）】

出典：厚生労働省「自殺の統計」（令和４年の地域における自殺の基礎資料）

圏域のこれまでの取組と課題

○ 厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」によると、圏域の年間自殺者数は、平成 年以降、

人から 人の範囲を推移しています。年によって増減はあるものの、概ね減少傾向でした

が、令和 年以降は増加傾向に転じています。令和４年における圏域の人口 万当たりの自殺死

亡率は、男性 、女性 であり、都全体（男性 、女性 ）と比べると、男性が上

回っている状況です。

出典：厚生労働省「自殺の統計」（令和４年の地域における 出典：厚生労働省「自殺の統計」（令和４年の地域における

自殺の基礎資料） 自殺の基礎資料）

【圏域における年代別自殺者数（平成 ９年～令和４年の累計）】【圏域における自殺者数の推移（平成 ９年～令和４年）】

第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

○ 圏域では、北多摩西部地域保健医療協議会の保健福祉部会において、自殺総合対策協議会を併置

し（平成 年度からは北多摩西部地域保健医療協議会に併置）地域の関係者とともに圏域の自殺

対策を推進してきました。また、保健福祉部会では「地域・職域連携推進協議会」を併置し、中小

企業従事者のこころの健康づくりを含め、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するための体制

づくりを実施しています。

〇 圏域各市では、「自殺対策基本法」第 条第２項に規定する市町村自殺対策計画を全市で策定

済みであり、圏域各市では当該計画に基づいた取組を推進しています。

自殺の背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていることから、保健、医療、福祉、労働、教育

等庁外の関係機関と連携の上対策を行うことが必要です。

一方、市民から相談を受ける窓口も庁内の複数の部署が関係するため、庁内での情報共有、連絡

体制整備も不可欠であるところですが、この部分を課題と認識している市もあります。

圏域各市とも、本プラン期間内に現計画の期間が終了するため、現計画に基づき取組を行ってき

た事業に対し、適切な評価を行うとともに、新たな課題等を次期計画に反映させていくことが必要

となります。

○ 圏域各市では、自殺の早期発見・早期対応の促進を図るため、地域の実情を踏まえたゲートキー

パー養成研修 を行っています。

令和６年度現在、圏域全ての市において市職員向けのゲートキーパー養成研修が行われるととも

に、一般市民や教育機関等、関係機関に研修対象を広げることにより、ゲートキーパー研修受講経

験者は着実に増加しています。

○ 保健所は、地域住民の多様なこころの問題に対応するため、市や専門機関等と連携して本人や家

族、自死遺族等の個別相談を行っています。また、ひきこもりの人やその親を対象にしたグループ

ワークの開催、関係機関向け講演会等を実施しています。こころの問題に対しては早期に対応し、

長期化を予防することが重要であるため、地域の関係者に対して援助技術の向上を図るとともに、

効果的な相談ネットワークを構築していくことが必要です。

○ 保健所は、圏域の自殺対策の基礎資料を得るため、人口動態データ等を分析して圏域の自殺の実

態把握を行い、北多摩西部地域保健医療協議会に情報提供しています。また、圏域６市の自殺対策

事業担当者研修・連絡会を開催し、圏域における自殺の実態分析や圏域各市間の情報共有を行って

います。

 

 

 

ゲートキーパー養成研修：悩んでいる人の周囲でゲートキーパー（「門番」という意味で、悩んでいる人に気付き、声をかけ、話

を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと）の役割を担う人材等を育成する研修
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第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

画として、平成 年 月に「東京都自殺総合対策計画」を策定しました。本計画の計画期間が令和

年度末で終了したことから、令和 年 月に閣議決定された国の新たな大綱や、都における自殺

の現状等を踏まえ、令和 年 月に「東京都自殺総合対策計画～こころといのちのサポートプラン

～（第二次）」を策定し、関係機関・団体との連携・協力の強化を図り、総合的・効果的な自殺対

策をより一層推進していくこととしています。

【令和４年都における自殺者の原因・動機（複数回答）】

出典：厚生労働省「自殺の統計」（令和４年の地域における自殺の基礎資料）

圏域のこれまでの取組と課題

○ 厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」によると、圏域の年間自殺者数は、平成 年以降、

人から 人の範囲を推移しています。年によって増減はあるものの、概ね減少傾向でした

が、令和 年以降は増加傾向に転じています。令和４年における圏域の人口 万当たりの自殺死

亡率は、男性 、女性 であり、都全体（男性 、女性 ）と比べると、男性が上

回っている状況です。

出典：厚生労働省「自殺の統計」（令和４年の地域における 出典：厚生労働省「自殺の統計」（令和４年の地域における

自殺の基礎資料） 自殺の基礎資料）

【圏域における年代別自殺者数（平成 ９年～令和４年の累計）】【圏域における自殺者数の推移（平成 ９年～令和４年）】

第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

○ 圏域では、北多摩西部地域保健医療協議会の保健福祉部会において、自殺総合対策協議会を併置

し（平成 年度からは北多摩西部地域保健医療協議会に併置）地域の関係者とともに圏域の自殺

対策を推進してきました。また、保健福祉部会では「地域・職域連携推進協議会」を併置し、中小

企業従事者のこころの健康づくりを含め、生涯を通じた健康づくりを継続的に支援するための体制

づくりを実施しています。

〇 圏域各市では、「自殺対策基本法」第 条第２項に規定する市町村自殺対策計画を全市で策定

済みであり、圏域各市では当該計画に基づいた取組を推進しています。

自殺の背景には、様々な要因が複雑に絡み合っていることから、保健、医療、福祉、労働、教育

等庁外の関係機関と連携の上対策を行うことが必要です。

一方、市民から相談を受ける窓口も庁内の複数の部署が関係するため、庁内での情報共有、連絡

体制整備も不可欠であるところですが、この部分を課題と認識している市もあります。

圏域各市とも、本プラン期間内に現計画の期間が終了するため、現計画に基づき取組を行ってき

た事業に対し、適切な評価を行うとともに、新たな課題等を次期計画に反映させていくことが必要

となります。

○ 圏域各市では、自殺の早期発見・早期対応の促進を図るため、地域の実情を踏まえたゲートキー

パー養成研修 を行っています。

令和６年度現在、圏域全ての市において市職員向けのゲートキーパー養成研修が行われるととも

に、一般市民や教育機関等、関係機関に研修対象を広げることにより、ゲートキーパー研修受講経

験者は着実に増加しています。

○ 保健所は、地域住民の多様なこころの問題に対応するため、市や専門機関等と連携して本人や家

族、自死遺族等の個別相談を行っています。また、ひきこもりの人やその親を対象にしたグループ

ワークの開催、関係機関向け講演会等を実施しています。こころの問題に対しては早期に対応し、

長期化を予防することが重要であるため、地域の関係者に対して援助技術の向上を図るとともに、

効果的な相談ネットワークを構築していくことが必要です。

○ 保健所は、圏域の自殺対策の基礎資料を得るため、人口動態データ等を分析して圏域の自殺の実

態把握を行い、北多摩西部地域保健医療協議会に情報提供しています。また、圏域６市の自殺対策

事業担当者研修・連絡会を開催し、圏域における自殺の実態分析や圏域各市間の情報共有を行って

います。

 

 

 

ゲートキーパー養成研修：悩んでいる人の周囲でゲートキーパー（「門番」という意味で、悩んでいる人に気付き、声をかけ、話

を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと）の役割を担う人材等を育成する研修
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第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

（１）圏域各市の自殺対策計画に基づいた取組を総合的に推進します

市は、庁内外の関係機関と連携の上、各市の自殺対策計画に基づいた取組を着実に推進するとと

もに、次期計画策定に向けて適切な事業評価及び課題の把握を行います。

保健所は、圏域各市担当者研修会・連絡会等を開催して情報提供を行うとともに、各市相互の意

見交換及び情報共有の場を設け、各市の自殺対策事業の推進を支援します。

（２）自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図ります

市は、地域や職場などで、相手の心身不調のサインに気づき、専門機関による相談等へとつなぎ、

協働して取り組む役割が期待される人材であるゲートキーパーを養成するとともに、市民等へ普及

啓発を行い、保健所はその支援を行います。

市及び保健所は、こころの健康に関する相談を充実させるため、事例検討や講演会・研修会の開

催などを通して、関係者の技術の向上や育成を支援します。

保健所、市及び事業者は、地域・職域向けの自殺予防に関する普及啓発用パンフレット、ホーム

ページの活用、相談窓口の紹介等普及啓発活動等を通して、住民一人ひとりの気づきと見守りを促

進します。

（３）自殺未遂者への支援を推進します

自殺未遂者は、再度の自殺企図を行うことが高いとされています。

保健所は、先駆的な自殺未遂者支援の取組を行う自治体の情報や、適切な相談窓口を情報提供す

るなど、自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐための各市の取組を支援します。

（４）遺された方への支援を充実します

自殺対策基本法では、自殺の防止を図るとともに、自殺者の親族等の支援の充実を図ることが掲

げられています。

保健所は、精神保健福祉相談を通じて、自死遺族の中で、特に精神的なケアの必要な人への相談

対応を行います。必要に応じて自助グループ、自死遺族のための相談窓口の紹介を行います。

（５）若年層に向けた自殺対策を推進します

学校は、市や保健所、地域社会等と連携しながら、児童、生徒が命の大切さを実感できる教育を

行うとともに、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付け

るための教育「ＳＯＳの出し方に関する教育」、心の健康の保持に係る教育等を推進します。その

ために、教職員研修の充実や、児童、生徒向けの健康教育、地域の関係機関と連携した取組を行い

ます。

市及び保健所は、若年層の自殺者数が増加傾向であることを踏まえ、若年層が利用しやすいＳＮ

今後の取組 

第２部 各論｜第１章 健康づくりと保健医療体制の推進｜第２節 生涯を通じた健康づくりの推進

素案

Ｓを利用した相談窓口の紹介、長期休業明け時期の普及啓発等若年層に効果のある工夫をこらした

取組を強化します。

（６）女性の自殺対策を推進します

東京都における女性の自殺者数は令和２年に２年ぶりに増加、令和３年、令和４年の女性の自殺

者数も前年を上回り、北多摩西部圏域も同様の傾向があります。

女性が自殺に至る背景は様々であり、ライフステージに応じて学校関係の悩みや、進学問題、家

族関係、就労に関する問題、予期しない妊娠や産後うつ、子育て問題、介護問題等原因に応じて適

切な支援が必要です。

市及び保健所は、女性のライフステージに係るそれぞれの関係部署が連携し、困難を抱える女性

が切れ目なく適切な支援が受けられるよう、実効性のある取組を行います。

（７）働く人のこころの健康づくりを推進します

事業者や地域産業保健センターは、過重労働の防止、ストレスマネジメントの実施等を通じて、

こころの健康づくり対策を推進します。

事業者は、ストレスチェックを適切に実施することにより、労働者の心理的な負担の程度を把握

し、労働者のメンタルヘルス不調を予防します。

保健所は、職域関係機関等を通して、事業者等に対し、ストレスへの対処法、周囲の人のこころ

の不調に早めに気づく方法等こころの健康づくりに関する普及啓発や情報提供を行い、事業者の取

組を支援します。

重点プラン３ 圏域各市の自殺対策計画に基づいた取組を総合的に推進します

指 標 ③ 自殺対策における庁内連絡体制の整備

ベースライン 市（令和 年 月時点）

指標の方向 全市

第 1 章

地域保健医療推進

プランについて

第 1 部

第２部

第 2 章

圏域の保健医療の

現状

第 1 章

健康づくりと保健

医療体制の推進

第 2 章

高齢者及び障害者
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第 3 章

健康危機管理体制

の推進

第 4 章

災害時公衆衛生の

体制整備の推進

第 5 章

地域保健医療人材

の育成

参考資料

重点プラン及び

指標

第 6 章

プランの推進体制

第２部

第 1 章
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医療体制の推進
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素案

（１）圏域各市の自殺対策計画に基づいた取組を総合的に推進します
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保健所は、精神保健福祉相談を通じて、自死遺族の中で、特に精神的なケアの必要な人への相談

対応を行います。必要に応じて自助グループ、自死遺族のための相談窓口の紹介を行います。
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学校は、市や保健所、地域社会等と連携しながら、児童、生徒が命の大切さを実感できる教育を

行うとともに、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスへの対処方法を身に付け

るための教育「ＳＯＳの出し方に関する教育」、心の健康の保持に係る教育等を推進します。その

ために、教職員研修の充実や、児童、生徒向けの健康教育、地域の関係機関と連携した取組を行い

ます。

市及び保健所は、若年層の自殺者数が増加傾向であることを踏まえ、若年層が利用しやすいＳＮ

今後の取組 
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素案

Ｓを利用した相談窓口の紹介、長期休業明け時期の普及啓発等若年層に効果のある工夫をこらした

取組を強化します。
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者数も前年を上回り、北多摩西部圏域も同様の傾向があります。

女性が自殺に至る背景は様々であり、ライフステージに応じて学校関係の悩みや、進学問題、家

族関係、就労に関する問題、予期しない妊娠や産後うつ、子育て問題、介護問題等原因に応じて適
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が切れ目なく適切な支援が受けられるよう、実効性のある取組を行います。

（７）働く人のこころの健康づくりを推進します

事業者や地域産業保健センターは、過重労働の防止、ストレスマネジメントの実施等を通じて、

こころの健康づくり対策を推進します。

事業者は、ストレスチェックを適切に実施することにより、労働者の心理的な負担の程度を把握

し、労働者のメンタルヘルス不調を予防します。
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